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あ
い
ぽ
っ
く

健
康
係
・
地
域
保
健
係

�

☎ 

544
５
１
２
６

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

�

☎ 

543
７
３
０
３

�

※
申
し
込
み
は
、午
前
８
時
30
分
か
ら

福
祉
・
健
康

●
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
納
期　
納
付
書
で
納
め
る

方
の
第
４
期
分
の
納
期
限
は
、
10
月

31
日（
水
）で
す
。納
付
に
は
、納
め
忘

れ
の
な
い
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
市
税
等
収
納

取
扱
金
融
機
関
ま
た
は
市
役
所（
介

護
福
祉
課
、
保
険
年
金
課
）で
、
振
替

を
希
望
す
る
納
期
限
の
45
日
前
ま
で

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。　
〈
介
護

福
祉
課
保
険
料
担
当
、
保
険
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
係
〉

●
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
休
日
窓
口
を
開
設　
日
時

10
月
28
日（
日
）の
午
前
９
時
〜
午
後

４
時　
場
所
市
役
所
介
護
福
祉
課
・

保
険
年
金
課　
〈
介
護
福
祉
課
保
険

料
担
当
、
保
険
年
金
課
後
期
高
齢
者

医
療
係
〉

●
公
園
ひ
ろ
ば　
お
友
だ
ち
と
一
緒

に
遊
び
ま
し
ょ
う
。
11
時
頃
か
ら
お

話
や
歌
の
時
間
も
あ
り
ま
す（
申
込

不
要
）。　
日
時
11
月
９
日（
金
）の
午

前
10
時
30
分
〜
正
午　
※
雨
天
中
止　

場
所
上
ノ
台
公
園　
対
象
０
〜
３
歳

の
お
子
さ
ん
と
保
護
者　
〈
子
育
て

ひ
ろ
ば
な
し
の
き
☎
543
６
７
１
６
〉

●
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
運
動
教
室
〜
脂
肪

を
燃
や
す
運
動
〜　
日
時
11
月
10
日

（
土
）の
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分　

場
所
あ
い
ぽ
っ
く　
講
師
井
野
里
美

さ
ん（
健
康
運
動
指
導
士
）　
定
員
30

人（
申
込
順
）　
申
込
10
月
16
日
か
ら

地
域
保
健
係
へ

●
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
事
業

生
後
２
〜
３
か
月
の
お
子
さ
ん
の
い

◎
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

　
新
薬
の
特
許
期
間
が
過
ぎ
た
後
、

新
薬
と
同
じ
有
効
成
分
で
製
造
し

た
薬
で
す
。開
発
費
を
抑
え
ら
れ
る

た
め
、
新
薬
に
比
べ
て
安
価
で
す
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り

替
え
る
と
、薬
の
代
金
の
自
己
負
担

額
が
減
り
、医
療
費
全
体
の
軽
減
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。

◎
対
象
の
方
へ
お
知
ら
せ
を
送
付

　

７
月
に
薬
を
処
方
さ
れ
た
方
の

う
ち
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替

え
る
と
薬
の
代
金
の
自
己
負
担
額

が
軽
減
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
方

に
、自
己
負
担
額
と
の
差
額
に
つ
い

て
の
お
知
ら
せ
を
、10
月
下
旬
以
降

に
送
付
し
ま
す
。

＊　
　
＊　
　
＊　
　
＊

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切

り
替
え
に
よ
り
、薬
の
代
金
の
自
己

負
担
額
を
必
ず
軽
減
で
き
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。

　
切
り
替
え
を
希
望
す
る
場
合
は
、

医
師
や
薬
剤
師
に
必
ず
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
保
険
係
へ
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る
お
知
ら
せ
を
送
付

　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
を
お
持
ち
の
方
は
、
平
成
31
年

１
月
診
療
分
か
ら
、
心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
制
度
の
対
象
に
な
り

ま
す（
所
得
制
限
あ
り
）。

　
た
だ
し
、
生
活
保
護
を
受
給
し

て
い
る
方
、
64
歳
ま
で
に
申
請
し

な
か
っ
た
方
な
ど
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

◎
65
歳
以
上
の
方
の
経
過
措
置

　
30
年
12
月
31
日
の
時
点
で
、
そ

の
翌
日
以
降
も
有
効
な
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を
持
っ
て

い
る
方
は
、
31
年
６
月
30
日
ま
で

申
請
で
き
ま
す
。

◎�

11
月
１
日
か
ら
申
請
を
受
け
付

け
ま
す

　
31
年
１
月
診
療
分
か
ら
助
成
を

受
け
る
に
は
、
31
年
１
月
31
日
ま

で
に
市
役
所
障
害
福
祉
係
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
31
年
２
月
以
降

に
申
請
し
た
場
合
は
、
申
請
月
か

ら
の
助
成
と
な
り
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
障
害
福
祉
係
へ
。

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を
お
持
ち
の
方
は

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
の
対
象
に
な
り
ま
す

　

検
診
車
に
よ
る
胸
部
エ
ッ
ク
ス

線
直
接
撮
影
を
行
い
ま
す
。

◇ 

期
間　

11
月
16
日（
金
）〜
22
日

（
木
）の
い
ず
れ
か
１
日

※
土
・
日
曜
日
も
受
診
で
き
ま
す
。

◇
場
所　
あ
い
ぽ
っ
く

◇
対
象　

平
成
30
年
４
月
１
日
現

在
、
15
歳
以
上
の
方

※ 

今
年
度
、特
定
健
康
診
査
な
ど
で

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
を
受
け

た
方
、
妊
娠
中
の
方
を
除
き
ま

す
。

◇ 

申
し
込
み　
は
が
き
に「
定
期
結

核
健
診
」と
、
第
３
希
望
日
ま
で

（
指
定
の
な
い
場
合
は「
希
望
日

な
し
」と
記
入
）、
住
所
・
氏
名
・

生
年
月
日
・
30
年
４
月
１
日
現
在

の
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

10
月
31
日（
消
印
有
効
）ま
で
に

〒
196-

０
０
１
５
昭
和
町
４-

７

-

１　
あ
い
ぽ
っ
く
健
康
係
へ

☆
詳
し
く
は
、
健
康
係（
あ
い
ぽ
っ

く
内
）☎
544
５
１
２
６
へ
。

定
期
結
核
健
診
を
実
施

る
家
庭
に
訪
問
員
証
を
携
帯
し
た
保

健
師
な
ど
が
訪
問
し
、
３
〜
４
か
月

児
健
診
の
案
内
、
育
児
相
談
、
子
育

て
情
報
の
提
供
を
行
い
ま
す
。
不
在

の
場
合
は
再
訪
問
し
ま
す
。
な
お
、

出
生
通
知
票
を
提
出
し
て
い
な
い
方

は
、
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

日
時
11
月（
平
日
の
み
）の
午
前
９

時
〜
午
後
５
時　

対
象
平
成
30
年

９
月
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん
の
い
る
世

帯　
〈
子
育
て
世

代
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
〉


